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入札契約制度の見直しについて 

 

 総合評価落札方式において，より適正な評価を行うため，技術評価点に係る評価項目のうち，

主観的事項審査点に係る項目の評価基準を見直します。 

 つきましては，８月１日以降に公告する案件から，下記の内容で改正いたしますので，ご了解の

うえ入札に参加してください。 

 

総合評価落札方式における技術評価点算定基準の変更 

・ 技術評価点に係る評価項目のうち，主観的事項審査点に係る項目の評価基準を見直しま

す。 

【現行】 

主観的事項審査点 評価点 

９０点以上 ４．０点 

８０点以上９０点未満 ３．０点 

７０点以上８０点未満 ２．０点 

６０点以上７０点未満 １．０点 

６０点未満 ０点 

 

 

 

【変更後】 

土 木 一 式 ， 建 築 一 式 ， 

舗 装 ， 電気 ， 管 ， 造園 ， 

とび・土工・コンクリート 

防水 評価点 

１２５点以上 ９５点以上 ４．０点 

１１５点以上１２５点未満 ８５点以上９５点未満 ３．０点 

１０５点以上１１５点未満 ７５点以上８５点未満 ２．０点 

９５点以上１０５点未満 ６５点以上７５点未満 １．０点 

９５点未満 ６５点未満 ０点 

 

 

建設工事業者の皆様へ 


